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新潟県中越地震で倒壊した建築物  
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第４ 啓発及び知識の普及  
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耐震改修促進法では、住宅をはじめとする耐震関係規定に適合し

ない全ての建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震

改修を行うよう努めることとなりました。耐震関係規定に適合しな

い建築物の所有者に対して、必要に応じて、指導・助言を行うもの

とします。  



- 19 - 

 



- 20 - 

 

 

 

 

 


